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Ⅱ
実
務
対
応
報
告
32
号
を
ど
う
適
用
す
る
か

減
価
償
却
方
法
の
変
更
に

関
す
る
実
務
ポ
イ
ン
ト

Ｐ
ｗ
Ｃ
あ
ら
た
有
限
責
任
監
査
法
人

 

公
認
会
計
士

富
田　

真
史

は
じ
め
に

平
成
28
年
６
月
17
日
に
企
業
会
計
基
準

委
員
会（
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
）よ
り
実
務
対
応
報
告

32
号「
平
成
28
年
度
税
制
改
正
に
係
る
減

価
償
却
方
法
の
変
更
に
関
す
る
実
務
上
の

取
扱
い
」（
以
下
、「
実
務
対
応
報
告
32
号
」

と
い
う
）が
公
表
さ
れ
た
。
こ
れ
は
平
成

28
年
３
月
31
日
に
公
布
さ
れ
た
平
成
28
年

度
税
制
改
正
に
お
い
て
、
法
人
税
法
上
の

減
価
償
却
方
法
に
つ
い
て
見
直
し
が
行
わ

れ
た
こ
と
に
対
応
し
、
必
要
な
取
扱
い
を

示
す
こ
と
を
目
的
に
公
表
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
本
稿
で
は
、
実
務
対
応
報
告
32
号

の
概
要
と
平
成
29
年
３
月
期
決
算
に
お
け

る
適
用
上
の
留
意
点
等
に
つ
い
て
解
説
す

る
。な

お
、
文
中
の
意
見
に
わ
た
る
部
分
は

筆
者
の
私
見
で
あ
る
。

実
務
対
応
報
告
32
号

の
概
要

こ
れ
ま
で
建
物
附
属
設
備
お
よ
び
構
築

物
に
つ
い
て
は
、
法
人
税
法
上
、
定
率
法

に
よ
る
減
価
償
却
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。

平
成
28
年
度
税
制
改
正
で
は
、
平
成
28
年

４
月
１
日
以
後
に
取
得
す
る
建
物
附
属
設

備
お
よ
び
構
築
物
の
減
価
償
却
方
法
に
つ

い
て
定
率
法
が
廃
止
さ
れ
、
定
額
法
の
み

と
な
る
見
直
し
が
行
わ
れ
た
。

こ
の
法
人
税
法
の
改
正
を
受
け
て
、
企

業
が
建
物
附
属
設
備
、
構
築
物
ま
た
は
そ

の
両
方
に
係
る
減
価
償
却
方
法
に
つ
い
て

定
率
法
を
採
用
し
て
い
る
場
合
に
、
平
成

28
年
４
月
１
日
以
後
に
取
得
す
る
当
該
す

べ
て
の
資
産
に
係
る
減
価
償
却
方
法
を
定

額
法
へ
変
更
す
る
と
き
に
は
、
法
令
等
の

改
正
に
準
じ
た
も
の
と
し
て
、「
会
計
基
準

等
の
改
正
に
伴
う
会
計
方
針
の
変
更
」と

し
て
取
り
扱
う
、
す
な
わ
ち
、
正
当
な
理

由
に
よ
る
会
計
方
針
の
変
更（
企
業
会
計

基
準
24
号「
会
計
上
の
変
更
及
び
誤
謬
の

訂
正
に
関
す
る
会
計
基
準
」（
以
下
、「
企
業

会
計
基
準
24
号
」と
い
う
）５
項
⑴
）と
し

て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
る（
実
務
対

応
報
告
32
号
２
項
）。

た
だ
し
、
こ
の
取
扱
い
は
、
従
来
か
ら

法
人
税
法
に
規
定
す
る
普
通
償
却
限
度
相

当
額
を
減
価
償
却
費
と
し
て
処
理
し
て
い

る
企
業
に
限
ら
れ
る
。
こ
れ
に
該
当
し
な

い
企
業
に
よ
る
減
価
償
却
方
法
の
変
更
や
、

建
物
附
属
設
備
、
構
築
物
以
外
の
資
産
に

関
す
る
減
価
償
却
方
法
の
変
更
に
つ
い
て

は
、
正
当
な
理
由
に
基
づ
き
自
発
的
に
行

う
会
計
方
針
の
変
更（
企
業
会
計
基
準
24

号
５
項
⑵
）と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と

に
な
る（
実
務
対
応
報
告
32
号
３
項
）。

図
表
１
は
、
実
務
対
応
報
告
32
号
の
適

用
範
囲
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ

る
。

こ
の
実
務
対
応
報
告
32
号
は
、
公
表
日

（
平
成
28
年
６
月
17
日
）以
後
最
初
に
終
了

す
る
事
業
年
度
の
み
の
適
用
と
さ
れ
て
い

る
。
な
お
、
法
人
税
法
の
改
正
が
平
成
28

年
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
こ
と

（図表1）　実務対応報告32号の適用範囲
平成28年4月1日より前に

取得した建物附属設備・構築物
平成28年4月1日以後

取得する建物附属設備・構築物 取扱い

法人税法に規定する普通償却限度
相当額を減価償却費として処理

定額法への変更
会計基準等の改正に伴う会計方
針の変更

（企業会計基準24号5項⑴）

定額法以外への変更
正当な理由に基づき自発的に行
う会計方針の変更に該当するか
どうか検討する必要がある

（企業会計基準24号5項⑵）上記以外
定額法への変更

定額法以外への変更


